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議員の請負の状況の公表について 

 

１ 経緯等 

近年の地方議会議員のなり手不足への対応として、議員に係る請負に関する定義の明確化と

規制緩和を図るため、地方自治法が改正され、令和５年３月１日に施行された。 

改正の概要は、次のとおりである。 

(1) 請負の定義の明確化 

「業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引

で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう」とし、定義の明確化が図られた。 

(2) 請負の規制緩和 

従来は金額の多寡にかかわらず禁止されていた議員個人（「当該議員の属する地方公共団

体に対し請負をする者又はその支配人」をいう。）の請負について、政令で定める額（年間

300万円）の範囲内で、請負をすることが可能となった。 

なお、議員が、主として当該議員の属する地方公共団体に対する請負をする法人の無限責

任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に

なることは、引き続き禁止となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全国都道府県議会議長会の動向 

国会の附帯決議において、政府は「議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対

応について、必要に応じて適切な助言を行う」こととされ、総務大臣から「各地方公共団体に

おいて、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当で

ある」旨の通知があったことを踏まえ、全国都道府県議会議長会から、取組例として議員の請

負の状況の公表に関する規程（例）が示された。 

規程（例）の概要  

a  報告の対象となる議員 

自らが属する都道府県に対し請負をする議員又は当該請負をする者の支配人である議

員（いわゆる「議員個人の請負」が対象） 

b  報告の期間等 

毎年６月１日から同月３０日までの間に、当該６月３０日の属する会計年度の前会計

年度における議員の属する都道府県に対する請負（当該前会計年度において支払いを受

けたものに限る。）について、その契約金額等の状況を議長に報告する。 

（改正前） 

全面的に禁止 

（改正後） 

年間 300万円まで可能 

請負が業務の主要部分を

占める法人に限り禁止 

※ 改正なし 
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   c  公表等 

議長は、議員からの報告の一覧を作成し、公表する。また、当該報告については、議

長において一定の期間保存する。 

何人も、保存されている報告の閲覧や写しの交付請求ができる。 

 

３ 本県議会の対応（案） 

全国都道府県議会議長会から示された規程（例）をもとに、本県議会においても、議員の請

負の状況の公表に関する規程を制定することとしたい。 

(1)  施行日等 

令和６年４月１日を施行日とし、令和６年度の会計年度における請負から適用する。（令

和６年度に支払いを受けた請負の状況等について、令和７年６月１日から同月３０日までの

間に報告） 

(2)  公表等 

報告の一覧は、インターネット（県議会ホームページ）により公表する。また、報告の保

存期間は、報告すべき期限の翌日から起算して５年を経過する日までとする。 

 




